
所得税・町県民税の申告はお早めに！
町では、申告相談を７ページの日程表のとおり行います。
なお、申告に際しては、多くの方にお待ちいただくことなく申告相談を行

えるよう、事前に帳簿や領収書などの集計を行ったうえでお越しください。
また、青色申告を行う方、消費税の申告を行う方、贈与税の申告を行う方、

土地、建物などを売却された方などは、直接税務署に相談してください。　
▶申告に関して詳しくは、役場税務住民課（☎３３－０３３７）または、尾鷲税
務署（☎０５９７－２２－２２２２）までお問い合わせください。
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申告相談期間は、２月16日（月）から３月16日（月）まで

以下の項目に当てはまりますか？
・収入が非課税収入（障害年金、遺族年金など）のみ
・公的年金の収入、およびそれ以外の収入がある
・２か所以上からの給与収入がある
・１か所からの給与収入、およびそれ以外の収入がある
・自営業を営んでいる（白色申告の方）
・農業による収入がある（白色申告の方）

申告は
不要です

確定申告または
町県民税の
申告が必要です

◆申告対象者診断フローチャート
※この図は、申告が必要かどうかを簡単に判断するための目安ですので、当てはまらない場合があります。

申告の義務はありませんが、所得（課税）
 証明書の発行や、保険税の軽減判定な
  どに必要なため、町県民税の申告を
　  行うことをおすすめします。

町県民税の申告を
おすすめします
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NO
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はい
YES

はい
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はい
YES

ONE
①

TWO
②

令和７年中に
収入はありましたか？

スタート
あなたは町内在住の
家族の税法上の
扶養親族ですか？

① 公的年金収入のみ
② １か所からの給与収入のみ
③ 上記以外

収入の内容は？

源泉徴収票の
控除内容に変更や
追加がありますか？

年末調整を
受けていますか？

源泉徴収票の控除
内容に変更や追加が
ありますか？または、新
規に住宅借入金等特別
控除を受けますか？

尾鷲税務署にご確認ください。

いいえ
NO

はい
YES

いいえ
NO

はい
YES

いいえ
NO

THREE
③

町で受け付けができない申告

◦令和６年分以前の確定申告
◦修正申告・更正の請求
◦令和７年中に事業を始めた方
◦亡くなった方の申告、その他、複雑な申告

◦土地建物・株式・先物取引の譲渡所得、山林所得
◦青色申告、損失の繰り越し、雑損控除
◦住宅借入金等特別控除（１年目）
◦消費税、贈与税

町では、次の申告については受け付けができません。尾鷲税務署にて申告してください。
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